
 

千葉県往診体制広域連携支援モデル事業業務委託に係る 

企画提案実施要領 

 
（目的） 

第１条 この要領は、「千葉県往診体制広域連携支援モデル事業業務委託」（以下「本事業」という。）

を委託する業者を選定するに当たり、優秀な企画提案を広く募集して最も優秀なものを選定する公

募型企画提案方式について、企画提案の参加方法及び業務委託候補者の選定方法等の必要な事項を

定める。 

 

（審査委員会） 

第２条 公募型企画提案方式による企画提案の審査を厳正かつ公正に行うため、審査委員会を置く。 

２ 審査委員会に関する規定は、別に定める「千葉県往診体制広域連携支援モデル事業業務委託審査

委員会設置要領」による。 

３ 審査委員会は、在宅医療に関する知識又は経験を有する者により構成する。 

 

（委託に付す業務内容） 

第３条 委託に付す業務は、在宅医療を実施しているもしくは始めようとしている医師、医療機関の

負担を軽減するため、かかりつけ医に代わり、夜間・休日等時間外に容態が急変した患者への往診

体制を整備する事業である。 

 
（企画提案の参加方法） 
第４条 企画提案に参加する者は、本要領及び別に定める「千葉県往診体制広域連携支援モデル事業

業務委託企画提案募集要項」に基づき参加手続きをとるものとする。なお、同募集要項は、千葉県

ホームページからダウンロードすることができる。 
 

（審査対象事項） 

第５条 選定に係る審査対象事項は、以下のとおりとし、詳細については別に定める。 

（１）企画内容が目的を達成できるものとなっており、計画に具体性と実現可能性があるか。 

（２）提案した事業を確実に遂行できる組織体制や活動実績等があるか。 

（３）事業の実施に意欲や熱意があるか。 

 

（事務局） 

第６条 本事業に係る企画提案の事務局は、千葉県健康福祉部医療整備課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、企画提案に係る必要な事項は、千葉県が別に定める。 

 

附則 

この要領は、令和６年２月１５日から施行する。 


